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はじめに

横田　洋三

人類の歴史の中で、女性は常に因習的、制度的抑圧の

被害者であった。近代法制度のもとで、本来弱者の味方

となるべき裁判、警察などの法執行機関も、女性に対し

ては抑圧的に機能してきた。

まず、立法者や立法機関の偏向性のゆえに、法そのも

のが女性に対して差別的であった。女性に財産権や参政

権を認めない法律が、ごく最近まで多くの国に存在した。

結婚や離婚、さらには売春取締りなどにおける女性差別

規定は、現在でも少なからぬ国に見られる。こうした法

律的差別規定のために、犯罪者とされる、あるいは生き

るために犯罪者とならざるを得ない女性が、今日でも数

多く存在している。

さらに、犯罪者あるいは被疑者となった女性に対して

は、ほとんどが男性である警察官、検事、裁判官などに

よって、女性であるがゆえの不当な取り扱いを受けるこ

とが少なくない。それどころか、犯罪の被害者になった

女性に関しても、本来こうした法執行・救済制度のもと

で手厚く保護されるべきであるにもかかわらず、実際に

は十分配慮された扱いを受けずに、二重に被害を受ける

事例も数多く報告されている。
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このように、司法制度のもとで女性としての尊厳を傷つ

けられ、人権が侵害されるケースは、日本を含むアジア諸

国はもちろん、全世界において一般的に見られる現象であ

る。さいわい、女性の権利に対する意識の世界的高まりを

反映して、司法における女性の尊厳の問題への関心も近年

強まりつつある。国連人権促進保護小委員会も、近年、こ

の問題を議題に取り上げ審議を開始している。

また、日本をはじめ多くの国において、司法における

女性の尊厳と人権を守るための試みが始まっている。そ

れらは決して十分とはいえないが、しかし歓迎すべき動

きである。この動きを相互に知り、参考にすることによ

って、司法における女性の尊厳と人権を擁護する活動が

一段と活発化することを期待して、アジア女性基金では、

4回にわたる専門家会議を開催した。インド、マレーシア、

スリランカ、フィリピン、タイ、オーストラリア、香港

などのアジア太平洋地域の国や地域はもとより、北アフ

リカ、東欧などからも、この分野の専門家を招き、充実

した情報交換と議論の発展をみたことは、この専門家会

議の企画に携わった一人として、心より喜びたい。

2004年3月
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序　文

本勧告は、アジア女性基金が行った4回にわたる女性と司法に関する専門

家会議で取り上げられ、論じられた事柄の到達点である。これらの会議で

専門家たちはある種の慣習、とくに女性に対する差別に注目し、こうした

慣習と取り組む勧告を行った。したがって、こうした事柄の中には新しい

問題ではないものも含まれているだろうし、さまざまな国ではすでに取り

組まれている問題もあると思われるが、会議ではとくに女性が実際に司法

制度で出合う現実や体験に目を向けたのである。

さまざまな社会に属している女性たちは、法律体験もまたさまざまであ

り、したがって、現在論じられているこうした問題が実際の現場で確実に

改善されることが重要である。

前　文

世界人権宣言がすべての人の尊厳と価値を宣言していることを想起し、

女性の保護は強い法の支配と司法の独立に依存することを信じ、

法制度と社会秩序は歴史、文化、伝統と切り離せない関係にあり、家父

長制の文化や宗教的態度と実践に影響され、それらが法制度と社会におけ

るジェンダーの不平等を引き続き支持し固定化していることを憂慮し、

実際の法制度はこうした影響を意識し、状況の変化および正義と平等と

いう概念に基づいて、その矯正をもとめなければならないことを認識し、

一部の国の司法制度はすでに、女性とくにさまざまな差別を受け、さま

ざまな面で弱い立場に立たされている女性に対する保護を促進するため、

積極的行動を導入する努力を傾けてきたことに注目し、

国、地域、国際レベルで女性の状況を改善する措置の一部として、以下

の原則とガイドラインを探求し採用するよう勧告する。
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司法はすべての人にとって平等という推定

1. 多くの法制度、司法制度は、すべての人が法の前で平等であり、法の利

用と法による保護は平等である、という原則に立って運用されている。こ

の推定は、実質的な平等を保障する法と国際条約の下でのジェンダーの平

等、差別をしないという原則を適用できることが前提となっている。

2. 現実には、一貫した差別を認める憲法や法律が存在しており、これは根絶

しなければならない。憲法や法律ではジェンダー／性差別を禁止していた

としても、実際にはジェンダー／性差別が存続している国もある。こうし

た差別的慣行の原因を調べ、それを取り除くための措置を取るべきである。

司法制度を左右する影響力

3. 歴史を通じて作られ進化してきた法律と法制度は、ジェンダーに関連する

偏見を内包し、伝統的な女性観に影響され、したがって手続き面でも実質面

でもジェンダー差別を免れない推定や神話にどっぷり浸かっている。

4. 平等の基準をふくめ法律や法制度は、男性の判断基準に基づいて解釈す

ることはできず、男女の差を包摂しなければならない。

5. 一般的に、女性のほうが貧しく、教育程度も低く、情報も少なく、立場

も弱いため基本的人権を侵害されやすい。女性はまた、地域でも国レベル

でも意思決定のプロセスに参加できる度合いが少ない。女性の社会的地位

の低さ、先祖伝来の不利な立場が構造的な不利益とあいまって、女性を被

害者にしやすくしているだけでなく、法制度の下での女性の地位を弱くし

ているのである。

6. 女性の社会立場が弱いために、女性は政治、社会、経済すべての面で恵

まれず、不均等な損害を受けているので、ジェンダーに対する無知やジェ

ンダーに関する中立は、女性の法的、社会的地位が男性と平等でない限り、

正義をもたらさないであろう。
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7. 行動基準を決める法的原則もまた、女性に対処するときは筋の通った男

性の視点だけでなく、筋の通った女性の視点も考えるべきである。男性の

視点は女性の視点と異なることは実証済みだからである。（1）

8. 女性の不利な立場は法廷という単純なレベルにとどまらず、言語、実体

法と手続法、裁判手続き全般にまで作用する。例えば、女性の証人／専門

家／被害者／被告が使う言葉は、地方、国の裁判、国際法廷で使われる言

葉とは異なる。

9. 弁護士をつけることが出きれば、その人の事件はかなりの程度公平な審

理が期待できるだろう。とくに非常に多くの女性がいまだに読み書きでき

ないとなればなおさらである。法律言語を理解し把握することは、たとえ

識字力のある訴訟当事者でも難しく、弁護士のいないところで裁判手続き

を進めることはできない。可能なかぎり、女性には法律扶助を利用できる

ようにすべきである。

10. 警察、弁護士、判事、社会は必然的に、女性に対する固定観念や偏見に

影響される。女性が弱い立場にあること、女性の視点を理解することに焦

点をあて、法執行官、弁護士、判事、コミュニティの意識化を緊急にはか

る必要がある。

11. したがって、国の当局者は法制度、司法制度を通じて女性の保護を拡大

すべく何らかの手段を講じるべきである。現行の法制度の仕組みに特別の

目を向け便宜をはかることで、法の下でこうした偏見の均衡を取らないか

ぎり、法制度は、刑事および民事の裁判を行う女性に対する公平な処遇と

実効性のある保護を保証できない。

12. ジェンダーに基づく差別は間違いであり容認できないという態度を、国

の当局者は明確にすべきである。意識の向上を優先課題とし、メディアに

も前向きの役割を取るよう奨励しなければならない。
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暴力の被害者／サバイバー（2）としての女性

13. 家庭や公共の場、また職場でも日常的に暴力を受けている女性は少なく

ない。女性は男性よりも暴力からの自由といった基本的人権を侵害されや

すいのである。重要なのは、あらゆる形態の暴力を有罪とし、そうした暴

力を廃絶することである。

14. 女性が暴力を加えられた時に示す対応は、その暴力を通報したり中止さ

せようとする試みが、社会的、文化的、経済的に支持されるかどうかにか

かっている。

15. 性暴力事件においては、法は女性に対する固定観念や偏見が存在するこ

とに気を配らなければならない。性暴力はレイプからセクハラ（普通、性

的いやがらせと言われるもの）にまでおよぶ。性暴力事件には裁判所が事

実認定を行わないという傾向があるが、これはセクハラのように重大な身

体的損傷がない場合でも改めなければならない。同じくらいの深刻なトラ

ウマを与えるからである。

16. 社会が性暴力の被害者を非難し排斥する傾向があることが、被害者のト

ラウマをいっそう倍化させる。男性の犠牲になり男性から攻撃される女性

はまた、家族やコミュニティに「不名誉」をもたらしたとみなされ、さら

にまた家族やコミュニティの暴力にさらされる。こうした要因によって女

性は、加害者の訴追を追求したり、継続することはおろか、こうした事件

を通報する気力さえも奪われてしまう。供述の撤回をそのまま受け入れる

べきではなく、裁判で厳しく調べるべきである。家族とコミュニティの支

援が不可欠である。

17. 被害者支援が非常に重要であり、国と非政府組織（NGO）は被害者を助

け、訴追のプロセスや裁判手続き、家族やコミュニティとの対応などが理

解できるよう便宜をはかることが可能である。関連の事件について被害者

の代弁ができる弁護士を用意する配慮も欠かせない。
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18. 社会、医療、法的サービスを統合することで、例えばレイプのような暴

力を受けた女性被害者のトラウマを減らすことができるだろう。女性に警

察と病院の間をたらいまわしすべきではない。NGOやコミュニティによる

被害者のカウンセリング、情緒的、心理的支援も、暴力の被害者をエンパ

ワーするという目的のために提供すべきである。

19. 通報を促すため、法は被害者（および証人）の保護を研究すべきである。

裁判官は被害者（および証人）の身元を明らかにするような情報の非開示

を命じる裁量権を与えられるべきである。ただし、公平かつ公開の裁判を

受ける被告人の権利と公共の利益を危険にさらしてはならない。訴訟手続

きという公共の安全を確保するという目的で、一部の情報開示は必要であ

ることは注意すべきである。

20. 通報の遅れによって告訴の真正性に疑義が推定される司法制度は、再考

すべきである。社会的トラウマという観点から、通報の遅れによってレイ

プ被害に反する推定を立てるべきではない。

21. 女性が被害者ないし容疑者である場合、判決はしばしばその証言を信用

しない。こうした偏見が、はっきり見られるのは、性暴力や家庭内暴力の

被害者証言を確証するために、他の犯罪では求められない証言が要求され

ることである。とくに、被害者の他の男性との過去の性関係といった無関

係な事柄を、レイプ事件での証人の信用性を疑う根拠として受け入れるこ

とも改めるべきである。

22. 裁判手続きは女性被害者の不安をかきたてる。被害者に出廷して証言を

し、証拠を提出するよう求める一方で、性犯罪の女性被害者には特別の配

慮をすべきである。裁判所によっては、被害者は被告人のいないところで

証言することを許されている。この方式をとれば、女性被害者は裁判手続

きというトラウマの体験を軽くすることができる。

23. 刑事事件において、訴追の開始に関して被害者の同意を求める場合、女

性被害者は訴追するなという不当かつ容認できない圧力を受ける可能性が
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ある。こうした裁判で被害者の同意を要求している司法制度は、これを再

検討し撤回すべきである。

24. 裁判所によっては、被害者は刑事訴訟の中で賠償を請求できるところも

ある。別個に補償のための民事裁判を起こす必要はない。このやり方は検

討されるべきである。

25. 虐待する夫に判決を下す際、被害者が経済的に虐待者に依存しているこ

とを考慮して、判例によって懲役に代わる別の適切な処罰を探求すべきで

ある。

26. レイプその他の重大事件では、裁判官は被害者と共に訴追する、ないし

被害者が訴追に加わることを許可する裁量権を持つべきである。

レイプ

27. 裁判制度の中には、ペニスのワギナへの挿入をレイプの条件にしている

ところもある。いくつかの裁判制度において行われているように、レイプ

の定義を被害者の尊厳に対する侵害、被害者のトラウマを考慮にいれて広

げる必要がある。

28. レイプに関する保護拘束のあるところでは、同意があったことの証明は、

被害者を保護拘束下に置いている人間の責任とすべきである。

29. 夫婦間レイプは重罪と認められるべきである。

人身売買

30. 女性と子どもの人身売買には領域管轄権の問題がかかわってくる。英米

法系の国々は、域外適用を進んで認めようとはしない。とくに、判決の執

行が難しいときはそうである。しかし、一部の国では、女性に対する犯罪

について、二重危険のルールに違反しないという条件で、刑法の域外適用
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を是認している。（3）

31. 国境を越える人身売買の被害者となった女性は、身の安全が保証されて

はじめて本国への帰還を実施すべきである。

家庭内暴力

32. 家庭内暴力は重大な人権侵害である。いずれの国においても、家庭内暴

力を法律の下で扱い根絶すべきだと認識すべきである。（4）も家庭における

私的領域と公的領域の区別は、暴力がふるわれた場合には無視すべきであ

り、法はそうした暴力を予防し、加害者を処罰し、被害者を保護しなけれ

ばならない。

33. 家庭内暴力が起きた場合、夫婦間の性交権の回復といったその他の法的

原則を阻むべきである。この権利は暴力の加害者が利用していることが証

明されている。

34. 和解は暴力や暴力の脅威がない環境で、被害者の同意があってはじめて

なされるべきである。法律は、人の身体の安全に対する基本的権利の引き

続く侵害を助けてはならない。

35. 裁判制度の中には、刑事犯を重傷や武器を伴う審理できる罪と、そうで

ない罪にわけているところもある。審理できる犯罪は、警察が権利として

介入し捜査できる。軽い傷を伴う審理できない犯罪の場合は、検事ないし

下級裁判官の命令なしには警察は捜査できない。家庭内暴力は繰り返し遂

行される審理されない犯罪であることが多いので、法律で家庭内暴力を個

別の審理できる犯罪とする条項を作るべきである。

「名誉殺人」

36. 家族やコミュニティの「名誉」を踏みにじったとして女性や少女（数は

少ないが男性や少年）を殺すというのは、重大な犯罪だが、この問題に対
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する取り組みは十分ではない。こうした違反行為には、女性が自分の選ん

だ男性と結婚したとか、ボーイフレンドがいる、はてはラジオに歌をリク

エストしたなどということまで含まれる。時には、家族が女性や若い男性

に自殺をけしかけたり圧力を加えることもある。

37. こうした形の殺人は、ラテンアメリカ、南アジア、西アジア、ヨーロッ

パ、東南アジアの多くの国に広がっている。該して、この種の殺人を犯す

のは家族の一員である。

38. 被害者を保護する支援体制はまったくない。国はこうした行動を審理せ

ずにすますこともある。殺しに関わたったり、そそのかす家族らは軽い罰

で済んでいることは周知の事実である。こうした形態の殺害は他の殺害と

同様に扱うべきである。一部の裁判所が行っているように、加害者に「追

放処分」といった軽い判決を下すやり方は止めるべきである。

39. こうした暴力や暴力の脅しに直面している女性は、国内の当局ならびに

亡命を認めるなど国際社会による保護の権利を認められるべきである。

女性と少女を傷つける慣習

40. 有害な女性性器の切除、女子の胎児殺し、女児殺しといった女性や少女

を傷つけるいくつかの慣習は、重大な犯罪とみなされるべきである。加害

者は処罰され、適切な判決を下されるべきである。

家族法

41. 国は特別の家庭裁判所をもうけ、特別の訓練を受けて家庭という範囲内

で個々人を守るという意識をもった判事をおくべきである（判事は可能な

かぎり男女同数とする）。家庭裁判所の目的のひとつは、紛争の形式的解決

はできるだけ避け、裁判外の解決法の可能性も含む必要がある。

42. 当事者どうしが合意すれば離婚は認められるが、実際には意思決定のプ
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ロセスで男女は平等ではない。

43. 家庭裁判所は女性が不利な立場にあることに敏感であり、こうした女性

に必要な支援を与えなければならない。家庭裁判所はジェンダーの意識を

もつカウンセラーやソーシャルワーカーの法廷での援助を奨励し、可能で

あれば裁判の公平かつ迅速な処理の必要に配慮すべきである。

44. 離婚、子どもの扶養と後見といった問題で、社会的に不利であるがゆえ

に女性は不当に影響を受ける。法律はこうした不均衡を是正すべきである。

45. 女性が経済的に配偶者や家族に依存しているという問題に取り組む必要

がある。女性は往々にして家族の世話をすることを求められ、家の外で稼

いだり収入を得る能力を失ったり、制限されるからである。 そのため、

女性は別居や離婚するだけの十分な経済的手段を持てないのである。

46. 収入のない配偶者（たいていは妻）は、妥当かつ適切な形で扶養される

べきである。

47. 妻に結婚資産の分配を受ける権利を認めている司法制度は少なくない反

面、家族の世話をすることで資産を得るために果たした金銭以外の貢献に

ついては、まったく、あるいは不十分にしか認められていない。結婚して

いる間に所得した財産はすべて、配偶者の平等の資産であるという原則を

法的に確立すべきである。

48. 離婚後、子どもの後見人となった配偶者は、子どものための適切な扶養

料とシェルター（住居）を与えられなければならない。さらに、扶養料は

子どもが無事に生きられるために不可欠であるから、時宜を得て提供され

るよう、法で認め、執行しなければならない。

49. 多くの国の法律の下では、女性は離婚／婚姻の無効宣言、あるいは夫か

らの別居を手に入れるのは不可能、あるいは非常に困難である。夫の側に

夫婦性交の権利回復命令を申請したり、取得する力があることもあいまっ
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て、女性は時として虐待を伴う結婚や失敗した結婚に実際的な救済策が何

もないまま、耐えざるをえないのである。法は配偶者双方が離婚／婚姻無

効宣言／別居を平等に求めることができると、認めるべきである。

50. 結婚無効宣言の場合、子どもも必ず守られるようにすべきであり、子ど

もを非嫡出子とみなすべきではない。子どもの相続権の保護および子ども

の養育は、子どもにとっての最善の利益にもとづき決定される。

51. 法的結婚によらず生まれた子どもも同じように嫡出子とみなされるべき

であり、子どもには何の罪のない行為を恥じやからかいの対象にしてはな

らない。一部の司法制度では、非嫡出子も嫡出子も同じように父親の財産

の相続権を認め、父親の名前を名乗ることを認めている。子どもの保護と

いう目的から、こうした方式を促進すべきである。

外国人労働者

52. 家事労働者を含め、外国人労働者の多くは弱い立場に置かれている。彼

らの多くは外国で長年働いている。家事労働者は他の労働者と異なり労働

法によって守られてはいないこともある。

53. 虐待その他の理由で提訴する必要が生じた外国人労働者は、退職を強制

されることなしに提訴が認められるべきである。もしその時点で退職が義

務づけられれば、訴訟が未定の間、働くことができず、したがってビザの

延長もできない可能性がある。

女性の保護拘束

54. 犯罪の被害を通報した時点で女性は身の危険にあう場合がある。司法制

度の中には、こうした女性を保護拘束のもとに置いている。留置場の外か

らの暴力から守るため、他の犯罪者と一緒に留置場に入れることもある。

また、家庭内暴力その他の暴力から女性を守るため、裁判所の命令によっ

てどこかのシェルター／ホームに送りこむ場合もある。女性の身の安全を
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はかって留置場以外の場所に拘束するときは、女性自身の要請に基づき

（期間も女性が決める）、脅しを封じ込めることができない場合の最後の手

段とすべきである。可能であれば、女性被害者を脅している人を拘束すべ

きであって、女性被害者を拘束すべきではない。

55. 国によっては、女性が刑期を終えても、男性の家族が後見人として迎え

にこないかぎり釈放されない。この慣行は容認できない。場合によっては、

女性が刑期をつとめた後も刑務所で苦しむという結果を招くからである。

被告人となった女性

56. 犯罪の被告人となった女性はさらに弱い立場に立たされ、とくに尋問の

場でひどい扱いを受ける。女性の性的、ジェンダー上の弱さが利用される

のである。こうした慣行は廃止すべきである。

57. 女性は受け身で、自己犠牲をいとわず、世話をするものという期待が社

会にあるため、罪を犯す女性に対して社会はとくに厳しい。その結果、女

性は警察、検察、法廷および刑事制度によってとくに過酷な扱いを受ける。

被告人となった女性は平等の処遇を受けるべきであり、ジェンダーゆえの

処罰は受けてはならない。

拘束下の状況

58. 拘束下にある女性は尊敬と尊厳をもって扱われるべきである。例えば、

男性担当者の面前で身体検査をしてはならない。拘束された女性の尋問や

身体検査は、有能かつジェンダー意識のある女性担当者が行うべきであり、

かつ身分証明書を常時身につけているべきである。

59. 設備の整った個別の棟、収容所あるいは刑務所を維持すべきである。過

密化を避ける措置を講じるべきであると共に、職員は拘束された女性の必

要がわかるジェンダー意識を持つべきである。
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60. 収容所の場所はできるだけ収容された女性の居住地の近くを心がけるべ

きである。家族や友人、法的助言者などがしばしば訪れ、囚人が孤立しな

いためである。女性に子どもがいる場合は、子どもの定期的面接や家族に

対するカウンセリングなど、特別の必要に応えるべきである。幼い子ども

を持っている女性のためには、収容所内に特別の施設を設けるべきである。

61. 女性受刑者は収容されている間に教育、職業訓練、カウンセリング、更

生プログラムなどの機会を提供されるべきである。釈放後の社会復帰を助

けるためである。

62. 拘束下にある女性は、人権の濫用や拷問（女性の性的無防備を利用する

拷問も含め）にさらされやすい。こうした虐待をおこなう職員は処罰され

るべきであり、立証責任は女性を拘束している側の人間に求めるべきであ

る。

実施とフォローアップ

63. 法制度の下で女性の平等を保証するには、地方、国、国際レベルで個人

や組織、公務員が一致した努力を傾けることが必要である。このガイドラ

ンでは司法制度における女性の平等をはばむ重要な障害を明らかにし、原

因の多くを指摘し、状況改善の提案を含めている。以下に掲げるのは、さ

まざまな組織や団体がこれらのガイドラインを利用するためのいくつかの

方法である。

64. 国際的行動

（a） 国連

国連機構の中で、人権組織が行動を起こし、各国レベルで女性の

法的平等を促進するために必要な改革を促すことができる。こう

した行動には、モニタリングの進展を目的とした問題に関し、さ

まざまな国連機関が行う集中的かつ定期的議論も含まれる。

（b） 国連人権促進保護小委員会

この小委員会は裁判の執行に関する作業を拡大して、司法制度に
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おける女性の問題も含めることができる。これによって、問題点

と可能な解決策を明確にするとともに、開発に対する女性の平等

の影響が明らかになるだろう。

（c） 人権条約機関

人権条約機関はこのガイドランを使ってそれぞれの権限がおよぶ

範囲で、司法制度における女性の平等にとっての問題点および行

動の必要を明らかにすることができる。

（d） 国連の特別手続き

これらの作業グループや特別報告者なども、このガイドランにあ

る資料を利用して、司法制度における女性の平等にとっての問題

点、必要性や行動を明らかにすることができる。

（e） 人権高等弁務官事務所（OHCHR）

OHCHRはジェンダー平等の問題に関する任務遂行にこれらのガイ

ドラインを使い、また諮問的支援計画の作成にも役立てることが

できる。

（f） 開発と援助の国際機構

こうした機構はこのガイドラインがプロジェクトの策定と検討に

役立てられる。開発と援助プロジェクトを通じて司法制度で女性

が平等の権利をもつことが守られ強化されるからである。

65. 国レベルの行動

国の関係者、政府、NGOおよび市民社会組織は、このガイドラインを使

って司法制度下の女性の平等についての情報を発展させることができる。

このガイドランはまた、司法制度における女性の平等の権利尊重を促進し、

保障する手段としても役立つ。司法制度における女性の平等を保証する一

致した努力を通して、国による評価とその後の行動計画の開発が可能であ

る。
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GUIDELINES

These Recommended Principles and Guidelines on 
Women and Justice have been drafted after having 
reflected upon concerns of women about their 
access to justice and treatment within the justice 
system based on contributions made by four 
meetings organized by the Asian Women's Fund.

These Guidelines deal with a wide range of issues 
including; the principle of equal access to justice, 
women as victims/survivors of violence (such as 
rape, trafficking, domestic violence, "honour killings", 
harmful practices), family law, foreign women 
workers, protective custody of women, women as 
the accused, conditions of women in detention, and 
recommendations for implementation and follow-up.

The participants of the four meetings on Women 
and Justice and the Asian Women's Fund hope that 
the Guidelines will stimulate active and wider 
discussions, and contribute to the confirmation of 
principles of right based approaches to the issue of 
women in the justice system. 
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